
資３ 

 

令和３年度防災大会（木津町区自主防災会、社協木津町区支部共催）について （案） 

 

 

現在、ワクチン接種もされていますが新型コロナ感染は収束した訳でなく、引き続き感染防止対策をし

たうえでの防災大会をどのようにするか検討した結果、昨年同様に防災に関する講演（勉強会）を実施し

たいと思っています。 

 

 

１．日時 

・８月８日（日） 午前中（半日） 

 

 

２．場所 

・中央交流会館 多目的ホール 

 

 

３．講演内容 

・国交省淀川河川事務所による出前講座（「木津川氾濫による水害の歴史と木津川水系」） 約１時間 

・市危機管理課による講演（「タイムライン活用について」） 約１時間 

 ※木津町区で策定したタイムライン 

 

 

４．対象者 

・自主防災会委員 

・社会福祉木津町区福祉委員 

・木津町区住民（※任意参加） 

 

 

５．その他 

・出席者全員に下記の品を提供 

備蓄食品、飲料水、感染防止用マスク他 

・出前講座や講演については今後詳細に決めていきます。 

 

 

－以上－        

 

 



資４ 

令和４年度防災研修について 

 

昨年度は木津町区住民を対象にして、内水災害に関する「木津町区を取り巻

く河川と治水設備の見学」ハイキングを行いました。 

今年度は、自然災害のうち地震災害の防災意識を高め、また各自治会間の繫

がりや絆を強くするために、各自治会代表の防災委員を対象（参加者５０名以

内）にして、貸し切りバス 2 台で「人と防災未來センター」を観覧します。 

「人と防災未来センター」は阪神・淡路大震災の経験と教訓を後世に伝え、

これからの備えを学ぶ防災学習施設です。 

 

 

１． 日時 

・１１月 ７日（日） 終日 

 

 

２． 場所 

・人と防災未来センター（神戸市中央区脇浜海岸通） 

 

 

３． 研修内容 

・「語り部による震災の体験談」 ※予約要す 

・震災追体験フロアでの体験や展示品観覧他 

 

 

４． 対象者 

・各自治会の自主防災会委員 

 

 

５． その他 

・研修内容については下見後詳細に決めていきます。 

 

 

－以上－       
 





窃占

水　練　川　市　長　様

3企参中第92号

令和3牢3月29田

京都府企画粥腹

令和3年度コミュニティ助成事業助成金の決窪について

仙般財団法人自治総合センター理事長から令軸3年3月26日付け自治

七発第149号により、下記のとおり汲定した旨の通知がありましたので、

通知しますゎ

なお、助成轟灘の菓鹿に当たっては、寮綱及び欝澄事項について十分御

留意いただくとともに、やむを得ない挙情により事業内容に変更が生じた

場合は、審纂莱砲までに速やかに御相続臍います鼻

また、事業完了後は、速やかに山城広域振興局を経由して爽複線沓番を

提出糾います。

記

卜般コミュニティ助成事案】

…　革巣実施主体 傚Y�ﾈﾈ�.逢｢�*��x苓�｢�事業　内　容 

吸血針－∴甘‾瀾凋鴇嚢 �(�H�3S���テント他コーミまニチイ潜動備品の整備 

いずみ太鼓水の教… �(�3S���太裁触コミュニティ活動備品の竪飾 

和雄終丁閤凋酒会要　　し400 　　　毒 刄Fアコン地コミ　ニニテ宥活動備品の整備 

サンプラザ日韓会 �6x6x��#���エアコン他コミュニティ聴動備品の整備 

東繚町区 ���Ie8*&趙�パソコン他コミ汲．ニチイ鰭動備品の整備 

鹿川団地町内会 ���3#���・コミェニチイ絡動備品の整備 

軒原区 ���C8�S���ェアコン他コミュニティ括動備品の整備 

；桁菜食2Tl狛自治会 �(�CS���テント他コミュニチイ活動備品の整備 

担　　当 ����ﾘﾟHｮ�iYHｮ�h��馼ｦﾙ'�%99h�ｨ�YWH���9-);b�
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iFAX番号 ��sY�CS��3C3ヲ�
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骨皐錮㈲紺軒



「避難の考え方」について

新型コロナウイルス感染症などの感染拡大が懸念される中、避難所に避難者

が集中することは、感染リスクを高めることにつながります。

避難方法は、必ずしも避難所へ行くことだけではありません。安全を確保し

つつ、その他の適切な避難の方法について考えましょう。

1　自宅が安全な場合は、在宅避難を優先しましょう

災害が起きた際、まずは命を守る行動が必要ですが、その後自宅が安全な

場合には、在宅避難が優先されます。ライフラインが途絶えた中でも最低限

の衣食住ができるよう、食料品や生活用品、簡易トイレやガスコンロなどを

備蓄しておきましょう。

（以下の危険な場所にお住いの場合、一旦は命を守る避難が必要です。）
・地震：自分の家が倒壊していて、住めない。

・風水害：台風（強風）で、家が倒壊する恐れが高い。

・土砂災害：自分の家が、土砂災害警戒区域内にある。

・洪水：自分の家が、家屋倒壊等氾濫想定区域内若しくは洪水浸水想定区

域内で床上まで浸水するところにある。
・火災：近所で火災が発生した時、自分の家にも延焼する。

2　親せきや知人宅への避難を考えましょう

自宅が危険で、避難生活が困難な場合には、安全な場所に住む親せきや知

人宅などを頼って、相談してみましょう。

3　車中泊避難を考えましょう

上記1、2が難しい場合でも、車がある人は安全な場所への車中泊避難が

有効です。ただし、エコノミークラス症候群や熱中症の発症には十分な注意

が必要です。

（エコノミークラス症候群の予防策）
・水分を十分に摂取する

・適度な運動とマッサージ（特にふくらはぎ）を心掛ける

・睡眠時など、体を曲げたままにせず、真っすぐにできるようスペースを

作る

4　避難所へ避難しましょう

上記1へノ3の避難ができない人は、市が開設した指定避難所若しくは地域

で計画されている集会所などへ避難してください。



行政が指定した避難場所
への立退き避難

安全な親戚・知人宅
への立退き避難

普段から災害時に避難

することを相談して

おきましょう。

※ハザードマップで安全か

どうかを確認しましよう。

安全なホテル・旅館
への立退き避難

〔垂可

通常の宿泊料が必要

です。事前に予約・

確認しましょう。

※ハザードマップで安全か

どうかを確記しましょう。

屋内安全確保

ハザードマップで以下の

「3つの条件」を確認し

自宅にいても大丈夫かを

確認することが必要です。

一一一想定最大浸水深

※土砂災害の危険がある

区域では立退き避難が

原則です。

ここなら安全！

0家屋倒壊等氾濫想定区域に入っていない

（入っていると…）

流速が速いため、

木造家屋は倒壊する
おそれがあります

地面が削られ家屋は

建物ごと崩落する
おそれがあります

◎浸水深より居室は高い ◎水がひくまで我慢でき、
水・食糧などの備えが十分

（十分じゃないと…）

水、食糧、薬等の確保が困難になる

ほか、電気、ガス、水道、トイレ等の

使用ができなくなるおそれがあります

※○家屋倒壊等氾濫想定区域や◎水がひくまでの時間（浸水継続時間）はハザードマップに記載がない場合がありますので、お住いの

市町村へお問い合わせください。

やむをえず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に確認して下さい。


